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はすが丘自治会館管理運営規定 

 

第一章 原則 

第１条（目的） 

この規定は、はすが丘自治会館（以下「会館」という）

の管理及び運営を適切に行うため定める。 

第２条（会館） 

 会館は、自治会活動の拠点と位置づけ、自治会会員

の交流や研鑽の場として活用を図り、もって、地域社

会の発展と福祉の向上を図ることに資する。 

 

第二章 運営規定 

第３条(会館管理運営委員会) 

会館の管理及び運営を適切に行うため、自治会館管

理運営委員会（以下「委員会」という）を設置する。 

第４条（委員会の構成） 

委員会は、自治会役員会がその任にあたる。 

なお、必要により、会館運営・管理等に関し学識経

験のある者などを役員会の承認を経て、委員として任

命することができる。 

第５条（役員の任務等） 

１ 委員会には、委員長及び副委員長と会館管理者及

び会計委員、監査委員を置く。 

２ 委員長は自治会長がその任にあたり、会議の議長

を兼任する。 

３ 副委員長は副会長がその任にあたり、委員長に事

故あるとき、委員長を代行する。 

４ 会館管理者は会館の日常的な維持管理を行い、自

治会事務局長がその任にあたる。なお、利用受付に

ついては、管理人を定め、有償で依頼できるものと

する。 

５ 会計委員、監査委員は、自治会会計担当及び自治会

監査委員がその任にあたる。 

第６条（運営委員会の任務） 

運営委員会は、自治会館の管理並びに運営に関する

以下の事項について、審議する。なお、決定事項は、

総会に報告するものとする。 

① 会館の収支計画 

② 会館使用料の改訂 

③ 会館利用規則の改訂 

 

 

 

 

④ その他、管理･運営に必要な事項 

第７条（会館運営） 

会館運営は、使用料、自治会費及び寄付金その他をこ

れに充てる。 

 

第三章 管理規定 

第８条（利用申込み） 

会館の利用は、予約制とし、原則一週間前までに、所

定の様式により、管理人に申し込むものとする。 

第９条（優先使用） 

 会館の利用は、会員の慶弔を最優先し、いかなる会

合、催し物にも優先する。 

第１０条（使用許可の制限） 

 次の各号に該当するときは、使用を拒否する。 

① 公益･風俗を害すると認めたとき。 

② 建物及びその他附属物を損じるおそれがあると

き 

③ その他、不適当と認めたとき 

第１１条（利用料金と利用規定） 

会館の利用料金及び利用規則については、「別表」に

定める。 

第１２条（使用者の管理義務） 

 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。 

① 会館近隣の住民に迷惑となる行為をしないこと。 

② 設備及び備品類を他人に転貸ししたり、使用目的

以外に使用しないこと。 

③ 会館の火災予防に万全を期すとともに、清掃及び、

整理・整頓に努めること。 

④ その他管理者の指示に従うこと。 

第１３条（損害賠償） 

使用者は会館使用中に建物･設備・備品等を毀損し、

又は滅失したときは、速やかに管理者に連絡し、その

損害を賠償しなければならない。 
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第四章 その他 

第１４条（会館基金特別会計） 

会館の収支は、会館特別会計として自治会一般会計

とは区分し管理するとともに、繰越金等は、基金特別

会計に繰り入れるものとする。 

これらについては、総会に報告し承認をうるものと

する。 

第１５条（会則の準用） 

委員の任期、会計年度は、自治会会則を準用する。 

その他この規定にないものは、委員会において協議

決定するものとする。 

第１６条（自治会館運営基金） 

自治会館は、会員の共有財産として自主管理を行っ

ており、日常的な維持管理はもとより将来にむけ、健

全に運営できるよう安定的財源の確保を図る必要が

あることから、自治会に加入するものは、自治会館運

営基金として、一万円を拠出するものとする。 

第１７条（施行） 

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

この規則は、平成 27 年 4 月 24 日から改訂施行する。 

 


